
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

水害・土砂災害に備えて 

国土交通省 中部地方整備局 

三重県 県土整備部 
 

1 



１．要配慮者利用施設における浸水等被害の事例及び説明会の背景と目的 

 

２．要配慮者利用施設において求められる対応 

 １）リスクの把握について 

   ①水害リスクの把握 

   ②土砂災害リスクの把握 

 ２）情報の把握について 

   ①避難情報 

   ②河川水位 

   ③土砂災害警戒情報 
   ④情報の入手方法等 
 ３）避難確保計画等の作成について 
   ①避難確保計画作成の手引き 

   ②土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設等管理者による避難計画の策定 

 

３．国土交通省によるサポート体制 

 

 参考：水防法における位置づけ 
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１．要配慮者利用施設における浸水等被害の事例 

    及び説明会の背景と目的 
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○ 平成28年8月 岩手県岩泉町の小本川と支川清水川において、溢水、越水、決壊により広範囲で浸水が発生。 

○ これまでに、浸水面積242ha、床上浸水118戸、床下浸水39戸の甚大な浸水被害が生じるとともに、小本川沿川の

高齢者福祉施設では、9名の死亡が確認された。 

被災水位痕跡 

Ｈ28.9.1撮影 

被災水位痕跡 

Ｈ28.9.1撮影 

岩泉町役場 

⑤
  ① 

道の駅「いわいずみ」 高齢者グループホーム「楽ん楽ん」 

②  

赤鹿水位観測所 

①  ②  

⑤  

家屋・田畑浸水区域 

洪水範囲 

④
  

④  

①  

Ｈ28.9.1撮影 Ｈ28.9.1撮影 Ｈ28.9.1撮影 

浸水解消後の流木等散乱状況 流入した土砂による車の埋没状況 

浸水解消後の車の散乱状況 

③  

② 

小本川 

③  

Ｈ28.9.1撮影 

流木堆積状況 

道路上に堆積した土砂、塵芥の撤去状況 

堤防高4.87m 

氾濫注意水位2.5m 

水
位
（m
） 

時
間
雨
量
（
m

m
） 

8月30日 

小本川水位データ（赤鹿） 

雨量データ（岩泉） 

最高水位 6.61m 

最大時間雨量 66mm 

最大24時間雨量 211mm 

要配慮者利用施設の被害事例 （１） 
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要配慮者利用施設の被害事例 （１） 
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グループホーム わだつみ苑の浸水状況 
（平成22年10月奄美豪雨）  

〔出典:奄美市資料〕 

平成22年10月の奄美豪雨災害により、 
鹿児島県奄美市内のグループホームが浸水 

施設の職員2名が懸命な救出活動を行ったものの、 
入居者9名のうち、2名が死亡 

平成23年9月の台風で、和歌山県古座川町の古座川が氾濫、町内全戸の約４割が浸水 

特別養護老人ホーム「古座川園」が浸水し、入所者などが近隣の施設に一時避難 

古座川園の被害状況 
〔出典：古座川町資料〕 

要配慮者利用施設の被害事例 （２） 
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要配慮者利用施設の被害事例 （３） 
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全国の土砂災害の発生状況 
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説明会の背景と目的 
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２．要配慮者利用施設において求められる対応 

    １）リスクの把握について 

      ①水害リスクの把握 
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洪水ハザードマップとは 

洪水ハザードマップは、 
市町が作成し公表しま
す 
 
 避難所等の名称と
所在地 

 洪水浸水深 
 避難情報等の伝達
経路 

 避難開始の基準 
 避難所、行政機関
等の連絡先 

等を記載 

洪水ハザードマップは、大雨により洪水となった場合の浸水予測結果（洪水
浸水想定区域図）に基づいて、流域で予想される浸水範囲とその程度や、各
地域の避難所等を示したものです。 
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○（例）江戸川区の洪水ハザードマップ 

＜ハザードマップ＞ ＜浸水想定区域＞ 



図１ 河川において避難勧告等の対象とする区域と避難行動 

浸水深が浅い 

浸水深が深い 

避難勧告等の対象
区域 

立ち退き避難 

屋内安全確保 

屋内安全確保 

屋内安全確保 

立ち退き避難 

立ち退き避難 

長期間深い浸水が続
くことが想定される区
域 

立ち退き避難 

立ち退き避難 

立ち退き避難 

ハザードマップ等と避難行動 

 水害で避難勧告等の対象となる区域は、洪水ハザードマップ（各河川の洪水浸水想定区域）を基本 
 災害が切迫した状況では、以下も避難行動として周知 

• 「緊急的な待避場所」への避難（近隣のより安全な場所、より安全な建物等） 
• 「屋内での安全確保措置」（屋内のより安全な場所への移動） 

 早期に避難箇所への避難が必要な災害の事象 
• 比較的大きな河川において、堤防から水があふれたり（越流）、堤防が決壊したりした場合に、氾濫した水の

流れが直接家屋の流出をもたらす場合 
• 山間部等の川の流れが速いところで、洪水により川岸が侵食されるか、氾濫した水の流れにより、川岸の家

屋の流出をもたらす場合 
• 氾濫した水の深さが深く、平屋の建物で床上まで浸水するか、2階建て以上の建物で浸水の深さが最上階の

床の高さを上回ることにより、屋内での安全確保措置では身体に危険が及ぶ可能性がある場合 
• 地下、半地下に氾濫した水が流入する場合 
• ゼロメートル地帯のように浸水が長期間継続する場合 

（避難勧告等の判断・伝達マ
ニュアル作成ガイドラインより） 
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         １）リスクの把握について 

           ②土砂災害リスクの把握 



がけ崩れ 土石流 地すべり 

広島県提供 

[土砂災害] 
 ①背後等に急傾斜地（がけ）があり、降雨により崩壊し、被害のおそれがある場合 
 ②土石流が発生し、被害のおそれがある場合 
 ③地すべりが発生し、被害のおそれがある場合 

土砂災害の種類 
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土砂災害の特徴と避難行動 
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○局所的に被害が発生 

○降雨を起因として発生し、突発的に被害が発生     

○土砂と石礫が高速で移動するため、家屋の破壊を生じ、人的被害が 

 発生しやすい→土砂災害は、屋内の犠牲者が多い災害 

○斜面があればどこでも起こる可能性がある 

○地形そのものが変化 

土砂災害の
特徴 

○目視による確認が比較的困難であるため、危険性を認識しにくい 

○降雨や地形、地質等の複数の要因が影響するため、精度の高い発生 

 予測が困難 

避難行動に 

関する特徴 

       地震、豪雨、火山活動などが発生している時には、 

     危険が予想される場所から、 

     より安全性の高い場所へ移動することが重要 

①災害ごとに危険な場所の確認（Ｗｈｅｒｅ） 
②どのようなタイミングで避難行動をとるべきか（Ｗｈｅｎ） 
③どのような避難行動をとれば良いか（Ｈｏｗ） 

できる限り 

事前に明確 

しておくこと 

避難行動 

のポイント 



土砂災害の恐れのある場所 
  急傾斜地の崩壊 

 土石流 

  地すべり 

土砂災害危険箇所 

基
礎
調
査
の
実
施 
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土砂災害の恐れのある場所を知る（ハザードマップ） 

ハザードマップには、次の内容が記載されて
います。 
 ①土砂災害に関する情報の伝達方法 
 ②急傾斜地の崩壊等が発生するおそれが
ある場合における避難施設その他の避難
場所及び避難路その他の避難経路に関す
る事項 

 ③その他警戒区域における円滑な警戒 
  避難を確保する上で必要な事項 
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土砂災害ハザードマップの例 

避難場所の種類について 

◯指定緊急避難場所（※市町が指定） 
 災害の危険から命を守るために緊急的に避難をする場所 
  ※土砂災害、洪水、津波、地震等のハザード別に指定されているので土砂災害に 
   対応した指定緊急避難所のご活用に留意願います。 

◯指定避難所（※市町が指定） 
 災害の危険に伴い避難をしてきた人々が一定期間滞在する場所 

避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン（内閣府（防災担当）：平成27年8月） 
URL：http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/index.html 

http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/index.html
http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/index.html


２）情報の把握について 

             ①避難情報 
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避難情報 

内閣府ホームページより一部加工 

• 避難情報には、以下のものがあります。 

• 要配慮者利用施設では、自力避難が困難な方の利用も多く、避難に時間を要
することから、「避難準備・高齢者等避難開始」が発令されたら、避難を開始す
ることが必要です。 
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２）情報の把握について 

             ②河川水位 
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水位観測所における水位 

基準水位観測所における水位の意味 
（危険な箇所で設定した以下の水位を、水位観測所地点の水位に置き換えて設定） 

【氾濫注意水位】 
・水防団の出動の目安 

【避難判断水位】 
・市町村長の避難準備・高齢者等避難開始 等の発令判断の目安 

・災害時要配慮者の早期避難の目安 

・住民の氾濫に関する情報への注意喚起  

【氾濫危険水位】（特別警戒水位） 
・市町村長の避難勧告等の発令判断の目安 

・住民の避難判断の参考になる水位 
（水位設定の考え方） 
計画高水位若しくは、避難のリードタイムから設定される水位のいずれか低い水位 

レベル 

5
 
（
危
険
）

4
 

（
警
戒
）

3
 

（
注
意
）
 

2
 

1
 

（特別警戒水位） 

（警戒水位） 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

水    位 

氾濫の発生 

• 主要な河川では、水位観測所で観測された水位を提供しています。 

• 基準となる水位観測所（以下、基準水位観測所という）では、観測所毎に、災害
発生の危険度に応じた水位が設定されています。 

水防団待機水位 
21 



洪水予報や水位到達情報の発表のタイミング 

避難判断水位 

はん濫危険水位 

はん濫注意水位 

一定時間後
にはん濫危
険水位到達を

予測 

時間の流れ 

水位 

はん濫 

発生 

氾濫注意情報 氾濫警戒情報 氾濫危険情報 氾濫発生情報 

洪水予報 洪水予報 洪水予報、水位到達情報 洪水予報 
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２）情報の把握について 

   ③土砂災害警戒情報 

23 
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土砂災害警戒情報 

土砂災害警戒情報 
 土砂災害警戒情報は、降雨による
土砂災害の危険が高まった時に市町
村長が警戒避難勧告等を発令する際
の判断を支援するため、都道府県と
気象庁が共同で発表している情報。 

土砂災害警戒情報のしくみ 
 都道府県と気象台は、土砂災害警戒情報
の発表基準を、過去の土砂災害発生・非発生
時の雨量データをもとに、地域ごとに設定。 

 設定に当たっては、地中にたくさんの雨が
貯まったところに強い雨が降ると、土砂災害
は、発生しやすくなるという特徴を考慮されて
いる。 

 気象庁の解析雨量等をリアルタイムで監視
し、避難に必要な時間を考慮して、２、３時間
後に発表基準線を超えると予想される場合に、
土砂災害警戒情報を発表。 

土砂災害発生危険基準線(CL)
（災害履歴等をもとに設定）

土壌雨量指数（長期降雨指標）

土砂災害警戒
情報発表

危険度大

実況１時間前

２時間前

３時間前 １時間後予測

２時間後予測

スネークライン
危険度小

60
分
間
積
算
雨
量

（短
期
降
雨
指
標
）

土砂災害警戒情報の発表基準 

土砂災害警戒情報の発表基準線 

（過去の土砂災害等をもとに設定） 

土砂災害警戒情報の発表例 土砂災害警戒情報のテレビでの表示例 

土砂災害警戒判定メッシュ情報 

http://www.jma.go.jp/jp/doshamesh/ 
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気象警報と避難勧告等の発表のタイミング 

大雨特別警報 
（土砂災害） 

大雨警報 
（土砂災害） 

大雨注意報 
「大雨警報」発表 かつ 土砂災害に関す
るメッシュ情報の「実況または予想で大雨
警報の基準に到達」  等 

土砂災害警戒情報 

・気象警報 等 
避難勧告等 

避難指示 
（緊急） 

避難勧告 

避難準備・高齢
者等避難開始 

土砂災害警戒情報が発表 等 

「土砂災害警戒情報」発表 かつ 土砂災
害に関するメッシュ情報の「実況で土砂災
害警戒情報の基準に到達」   等 

時間 （判断基準の設定の一例） 

※避難勧告等の判断基準設定の一例は、内閣府 避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン（平成27年8月）を基に作成 

土砂災害 
警戒情報 

※「土砂災害警戒情報が発表された場合は、市町村長は直ちに避難勧
告等を発令することを基本とする。」 

   （土砂災害防止対策基本指針（平成27年1月）より抜粋） 



避難情報と求められる行動 
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立ち退き避難が必要な住民等に求める行動 

避難準備・
高齢者避
難開始 

・（災害時）要配慮者は、立ち退き避難する。 

・立ち退き避難の準備を整えるとともに、以後の防災気象情報、水位情報等
に注意を払い、自発的に避難を開始することが望ましい。 

・特に、他の水災害と比較して突発性が高く予測が困難な土砂災害について
は、避難準備が整い次第、土砂災害に対応した開設済みの指定緊急避難
場所へ立ち退き避難することが強く望まれる。 

避難勧告 ・予想される災害に対応した指定緊急避難場所へ立ち退き避難する。 

・指定緊急避難場所への立ち退き避難はかえって命に危険を及ぼしかねな
いと自ら判断する場合には、「緊急的な待避場所」（近隣のより安全な場所、
より安全な建物等）への避難や、少しでも命が助かる可能性の高い避難行
動として、「屋内での安全確保措置」（屋内のより安全な場所への移動）をと
る。 

避難指示 

（緊急） 
・避難の準備判断の遅れ等により、立ち退き避難を躊躇していた場合は、直
ちに立ち退き避難する。 

・指定緊急避難場所への立ち退き避難はかえって命に危険を及ぼしかねな
いと自ら判断する場合には、近隣のより安全な建物等への避難や、少しでも
命が助かる可能性の高い避難行動として、屋内でもより安全な場所へ移動
する安全確保措置をとる。 

避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン（内閣府（防災担当）：平成27年8月） 
URL：http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/index.html 

http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/index.html
http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/index.html


外出の危険度に応じた避難場所 
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◯「屋内における安全確保」（垂直避難） 
 ・自宅内の上層階で山からできるだけ離れた部屋等に移動 

◯「緊急的な待避場所」 

 ・自らの判断で「近隣の堅牢な建物」（近隣の鉄筋コンクリート
造の建物等）に緊急的に待避することもあり得る 

 ・そのため平時から適切な待避場所を確保しておくことが必要 

◯「指定緊急避難場所」（※市町村が指定） 
 ・災害の危険から命を守るために緊急的に避難をする場所 

 ・土砂災害、洪水等のハザード別に異なることに注意 

ここへの早めの避難が原則 

大雨等により指定緊急避難場所までの移動が危険な状況では 

外出すら危険な状況では 

近隣の鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 
の建物 

総合的な土砂災害対策の推進について（報告）参考資料 

（中央防災会議 総合的な土砂災害検討ワーキンググループ：平成27年6月） 
URL：http://www.bousai.go.jp/fusuigai/dosyaworking/index.html 

http://www.bousai.go.jp/fusuigai/dosyaworking/index.html
http://www.bousai.go.jp/fusuigai/dosyaworking/index.html


２）情報の把握について 

   ④情報の入手方法等 
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放送画面 河川水位・雨量 

○ＮＨＫ等の地上デジタル放送（データ放送）にて河川水位・雨量情報を入手できます。 

○自治体から発表される避難情報とあわせて、早めの行動にお役立てください。  

水位表示凡例 

河川情報の入手方法① ～「地デジによる河川情報の提供」のご紹介～ 

放送画面 

画面表示例 
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河川情報の入手方法② ～「川の防災情報」サイトのご紹介～ 

「川の防災情報」（パソコン、スマホ、携帯）で、洪水予報等の情報を入手することができます。 

選択した観測所の現在の河川水位と基準水位との関係を表示 

洪水予報等 

レーダ雨量 

トップ画面 

 

<川の防災情報URL> 
【PC】  http://www.river.go.jp/  
【ｽﾏﾎ】 http://www.river.go.jp/s/ 
【携帯】http://i.river.go.jp/ 
 

雨量強度と雨域の移動の
把握が可能 

【洪水予報文】 
 ○川の○○水位観測所（○○
市）では、○日○時00分頃に、
はん濫危険水位（レベル４）に
到達しました。川沿いの○○市
のうち、堤防の無い、または堤
防の低い箇所などでははん濫す
るおそれがありますので、各自
安全確保を図るとともに、市町
村からの避難情報に注意して下
さい。 

スマホ版 
QRコード 

 河川（国管理）における  
 洪水予報等の発表状況を 
 表示 
 
 （都道府県管理河川については、   
  ｢リンク｣メニューから各都道 
  府県の河川情報が閲覧可能）   

水位情報 

メニュー表示 
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「川の防災情報」水位観測所付近の川の断面図 

• 水位観測所における水位は、ホームページでも閲覧できます。 
• 観測所付近の川の断面と、観測された水位（ｍ）が表示されます。 
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避難勧告の発令の目安 

住民は避難 

避難準備情報の発令の目安 

⇒要配慮者はこのタイミングで避
難 

この水位を超えたら、今後の水位
の変化に注意が必要 

氾濫危険水位 

避難判断水位 

氾濫注意水位 

氾濫危険水位を超過 

⇒避難勧告等の発令 

⇒住民の避難 

氾濫発生 

「川の防災情報」河川の水位の時間変化 

基準水位観測所の水位を確認することで、河川がその時点で洪水の危険度レベル
のどの段階にあるのかを知ることができます。 

氾濫危険水位 

避難判断水位 

氾濫注意水位 

水防団待機水位 

避難判断水位を超過 

⇒避難準備・高齢者等避

難開始の発令 

⇒要配慮者は早期避難 
氾濫注意水位を超過 

⇒今後の水位に注意 
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国土交通省ハザードマップポータルサイト 

浸水 

阪神淡路大震災 

避難ルートの検討 

大雨が降ったとき 
 ・どこが浸水するおそれがあるか？ 
 ・どこで土砂災害の危険があるのか？ 
 ・どこの道路が通行止めになりやすいのか? 

地震のとき 
 ・どこが揺れやすいのか？ 
 ・活断層はどこにあるのか？ 
 ・大規模な盛土造成地はどこなのか？ 

このような防災に関する様々な情報が分かるので、避難計画・防災対策に役立ちます。 

浸水対策の検討 

わがまちハザードマップ 
全国の市町村のハザードマップを閲覧することができます。 

重ねるハザードマップ 
様々な防災に役立つ情報を、全国どこでも１つの地図上で重ねて閲
覧できます。 

東京都千代田区洪水ハザードマップ 

耐震対策の検討 液状化対策の検討 

検 索 ハザードマップ 

藤沢市津波ハザードマップ 

土砂災害危険箇所 

洪水浸水想定区域 

道路冠水想定箇所 
緊急輸送道路 
事前通行規制区間 

写真 

1つの地図に重ね合わせて閲覧 

 今いる場所の災害危険度わかります 
  国土交通省ハザードマップポータルサイト http://disaportal.gsi.go.jp/  

• 災害時の避難や、事前の防災対策に役立つ情報を公開しています。 
• 全国の防災情報を１つの地図上で重ねて閲覧可能に。 
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台風や豪雨などの際には、緊急時のページ
で各種の情報を確認することができます。
（避難情報、避難所情報、被害状況等） 

土砂災害警戒情報 
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河川情報等の入手方法 ～三重県ＨＰ「防災みえ.jp」のご紹介～ 

 三重県のホームページ「防災みえ.jp」では、気象に関する情報、雨量・水位情報をリアルタイ
ムで提供しているほか、台風や豪雨等の際には、被害状況、市町における避難に関する情報、避
難所開設状況など、地域の方が防災行動につなげることができるような情報を提供しています。 

水位情報 

メール配信 

土砂災害警戒情報 

緊急時のページ 

雨量情報 



「防災みえ．ｊｐ」雨量・水位情報、メール配信 

「防災みえ.jp」（パソコン、スマホ、携帯）で雨量・水位情報等を入手することができます。 

 雨量や水位を選択すると下記のページ
が表示されますので、市町名または地図
から見たい地域を選択します。 

 

<防災みえ.jpＵＲＬ> 
【PC】 http://www.bosaimie.jp/index.action 
【mobile】 http://www.bosaimie.jp/mie/mobile 

 
 

mobile版 
QRコード 

雨量・水位情報 
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メール配信 

 メール配信サービスでは、予め登録された方に携帯電話等
に気象情報などを送信しています。a@bosaimie.jpに空
メールを送信すると登録用のメールが届きます。そのＵＲ
Ｌにアクセスすることで登録処理が行えます。 

《 メール配信の種類 》 
①気象警報・注意報 
②地震情報 
③津波警報・注意報 
④東海地震関連情報 
⑤台風情報 
⑥河川水位に関する情報
(県管理河川) 
⑦大気汚染情報 
⑧県からのお知らせ 

表示される一覧表 

※上記は水位を示していますが、雨量も同様の方法で表示できます 
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土砂災害危険箇所情報の入手方法  

  三重県では、三重県土砂災害情報提供
システムにより、ホームページで土砂災害
危険箇所や土砂災害警戒区域を公表して
います。 
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手 順 
 
①三重県のホームページから防災みえ.jpをクリック 
              ↓ 
②防災みえ.jpのサイトから 
      三重県土砂災害情報提供システムをクリック 
 

①こちらをクリック 

三重県ホームページ 防災みえ.jp サイト 

土砂災害危険箇所情報の入手方法 

②こちらをクリック 
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こちらをクリック  

「同意する」をクリックすると 
三重県土砂災害情報提供システムが閲覧できます。 
 

三重県 土砂災害情報提供システム 
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こちらのタグで土砂災害警戒区域マップ
へ切り替わります。 

三重県 土砂災害情報提供システム 

こちらで縮尺の変更が可能です。 

こちらで土石流、地すべり、急傾斜地 

の土砂災害危険箇所を選択。 
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三重県 土砂災害情報提供システム 

土砂災害の危険な箇所か確認をお願いします。 

※現在、土砂災害警戒区域の調査を進めている
途中であるため、未表示の区域があります。 

市町のハザードマッ
プでも確認できます 

土砂災害危険箇所マップ 土砂災害警戒区域マップ 



３）避難確保計画等の作成について 

 ①避難確保計画作成の手引き 
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避難確保計画とは 

    体制確立の判断時期        活動内容 

注意体制 以下のいずれかに該当する場合 

・洪水注意報発表 

・〇〇川氾濫注意情報発表 

・洪水予報等の情報収集 

警戒体制 以下のいずれかに該当する場合 

・避難準備・高齢者等避難開始の
発令 

・洪水警報発表 

・〇〇川氾濫警戒情報発表 

・洪水予報等の情報収集 

・使用する資器材の準備 

・保護者への事前連絡 

・周辺住民への事前協力依頼 

・要配慮者の避難誘導 

非常体制 以下のいずれかに該当する場合 

・避難勧告又は避難指示（緊急）の
発令 

・〇〇川氾濫危険情報発表 

・施設内全体の避難誘導 

避難確保計画とは、水防法に基づき、利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難
の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画です。 

≪防災体制の記載例≫ 
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避難確保計画作成の手引き 

避難確保計画に定めるべき事項 

 

一  洪水時等の防災体制  

二  利用者の洪水時等の避難の誘導  

三  洪水時等の避難の確保を図るための施設の整備  

四  洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施  

五 自衛水防組織を置く場合、次の事項 

 イ 自衛水防組織が行う業務に係る活動要領 

 ロ 自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練 

 ハ その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項 

六  その他の事項  

非常災害対策計画や消防計画等、災害に対
処するための具体的な計画を定めている場
合は、既存の計画に「洪水時等の避難確保
計画」の項目を追加することでも良い。 

国土交通省では、要配慮者利用施設における洪水時の避難確保計画の作成の参
考とするため、避難確保計画作成の手引きをホームページで提供しています。 
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（平成29年1月改訂） 



    ３）避難確保計画等の作成について 

      ②土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設 

       等管理者による避難計画の策定 
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要配慮者利用施設等管理者による避難計画の策定 
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①施設の立地条件と想定される土砂災害のリスクの確認 
 
②情報の入手方法をその発信者に確認するとともに、受けた情報
を伝達する相手及びその方法を定める 

 
③施設職員の参集基準や役割分担等の防災体制 
 
④施設内の垂直避難も含めた施設利用者ごとの避難場所・避難経
路、避難方法を定めるとともに、避難先での場所を確保する 

 
⑤避難誘導に関する責任者の明確化 
 
⑥これらの計画を避難経路図等にわかりやすくまとめる  

土砂災害警戒避難ガイドライン（国土交通省砂防部：平成27年4月改訂） 
URL：http://www.mlit.go.jp/report/press/sabo01_hh_000016.html 

［避難計画策定の留意事項］ 

http://www.mlit.go.jp/report/press/sabo01_hh_000016.html
http://www.mlit.go.jp/report/press/sabo01_hh_000016.html


避難計画の作成例 

○ ○ ○ ○ 

○○沢 

○○、△△ 

○○市 

○○市 

XXX-XXXX（内XXXX） 

土石流危険渓流 

○○沢 

○ ○ ○ ○ 

○○県 

○○○○○○ 

○○○○○◯ 
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３．国土交通省によるサポート体制 
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国土交通省によるサポート体制① 
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避難確保計画作成の手引きを以下のホームページで提供しています。 

http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-
suibou02.html 

ここをクリック願います。 



国土交通省によるサポート体制② 
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国土交通省の各河川事務所は、 「災害情報普及支援室」に位置づけられています。
計画作成、訓練の実施等の技術的助言を行います。お問い合わせ下さい。
http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-

suibou-shien.html#05 

ここをクリック願います。 



参考：水防法における位置づけ 
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【水防法第15条の3 2項】 
要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、以下の義務を負う 
・避難確保計画を作成した場合、その市町村への報告 
・自衛水防組織を設置した場合、構成員等の市町村への報告 

【水防法第15条の3 1項】 
要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、以下の努力義務を負う 
・避難確保計画の作成 

・訓練の実施 
・自衛水防組織の設置 

【水防法第15条2項】 
市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設 
 →施設所有者又は管理者への洪水予報等の伝達方法を定める 

避難確保計画の水防法上の位置付け 

【水防法第１５条1項四号ロ】 
浸水想定区域内にある要配慮者利用施設で、利用者の洪水時等の
円滑かつ迅速な避難の確保を図る必要があると認められるもの 
 →市町村地域防災計画への名称、所在地の記載 

市町が水防法による
要配慮者利用施設
を指定 

市町に河川情報の
伝達義務 

施設に避難確保計
画等の作成に係る
努力義務 

施設に作成した計画
及び自衛水防組織
の構成員等の報告
義務 51 


